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◆お客様の月々のリース代金をトヨタファイナンスが口座振替により回収し、引落結果に

　かかわらず貴社宛に期日送金（保証履行）いたします。

◆万一、貸倒が発生した場合、お客様より車両が返却されない場合にも、トヨタファイ

　ナンスが残価設定分までの保証をいたします。

◆お持込みいただいたリース債権を担保に[短期融資制度][長期融資制度]を

　ご利用いただけます。

　メリット１ 債権管理や延滞債権の督促・回収業務等がなくなりますので、
販売活動に一層専念でき、リース販売台数の増加が図れます。

　メリット２ お客様のお支払いが滞った場合等の督促・回収業務は、すべてトヨタ
ファイナンスが行いますので、貸倒リスクを回避できます。

　メリット３ 当制度によって収集した顧客情報は、トヨタファイナンスが一元管理
するため、貴社にとって重要な顧客情報が外部へ流出することを回避
できます。

① リース利用申込 ⑦ 明細書連携

② 契約申込 ⑧ お支払金一覧表提供

③ 契約内容確認 ⑨ 口座振替依頼書提供 事務の流れ

④ 審査結果連絡 ⑩ 預金

⑤ 契約締結 ⑪ 口座振替※ 資金の流れ

⑥ 契約書送付・持込 ⑫保証履行・

保証料の精算

※法人のお客様は振込支払も選択できます

＊お客様でお手続きされる場合は、②～⑤はお客様⇔TFCでの対応となります。
　詳細は別途展開のマニュアルをご参照ください。

　２．フローチャート

（貴社による保証委託契約の締結代行）

　ご利用のメリット

　　トヨタクレジット　カーリース集金保証制度とは・・・

　１．契約形態

リースによる販売の都度、リース契約と同時に保証委託契約を締結します。

トヨタクレジット

お客様
リース契約

貴　社

（リース保証方式）基本契約

保証委託契約
トヨタファイナンス

お　客　様 貴　　　社

金 融 機 関 トヨタファイナンス

② ④ ⑥ ⑦
⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

①

⑤
③

繰り返し
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カーリース集金保証制度 ３．制度内容

1. ●当社が指定する新規リースおよび再リース車両（別途ご案内）

対象商品 　・Ｕカーリース集金保証の場合、貴社お取扱いの中古車

　　および中古車再リース車両　　

2. ●当社が与信承認した個人および法人

対象となる 　 <取扱条件>

お客様 ▽原則、年齢１８歳～７０歳(申込時)で、当社が支払能力を総合的に

　審査し、与信承認した方（高校生除く）。

　・原則、申込者、使用名義人、口座名義人は、同一人としてください。

　・以下の場合、連帯保証人が必要となります。

　　　・上記以外にも連帯保証人(追加)が必要となる場合がございます。

3.

取扱金額

4. ●原則、新車１２～８４ヶ月まで（リース契約期間が１～７年の月払い）

リース料         　　中古車１２～６０ヶ月まで（リース契約期間が１～５年の月払い）　　 

支払期間 ・リース契約期間満了後の最終回支払も可能となります。

　最終回支払日はリース契約期間満了から２ヶ月以内で

    設定してください。

<クレジット一体型保険設定時の支払回数について>

▽支払回数は、24回、36回、48回、60回となります。

6. ●保証委託リース料＋残価

保証範囲 ・リース満了時の中古車市場リスクは保証対象外となります。

　[代表者] の連帯保証

  ●リース手数料率(ユーザー料率)は、貴社所定の料率
5.
手数料率

　３．制度内容

項　　　目 内　　　　容

申込者の属性 取扱条件

　定職・定収入のない方
　（学生、専業主婦等）

　定職・定収入のある方の連帯保証

１００，０００円以上 ３，０００円以上

保証委託リース料 １回のお支払額

　法人

保証委託
リース料

残価（一括代位弁済発生時）
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カーリース集金保証制度 ３．制度内容

7. ●車種毎に車両本体価格に対する残価率上限を当社より別途案内

残価額 　いたしますので、以下の方法にて算出ください。

　

　　※車両値引前の金額であり、メーカー、販売店オプションおよび

　　　特装部分は除いた金額となります。

●Ｕカーリース保証の場合、「店頭小売価格（リースバックの場合は帳簿

　価格)の５０％以内」となります。

●当社ご案内の残価率は推奨値ですので＋１０％までは貴社判断で設定

　いただくことが可能ですが、設定残価と返却車両価格との価格変動リスク

　（残価リスク）は貴社負担であることを十分考慮いただき設定ください。

8. ●以下の方法にて算出し、各回お支払日に精算いたします。

保証料 　　・保証料率(実質年率)は別途案内いたします。

　　・保証料は消費税非課税となります。

　　・2015/3/31迄の受入分は、債務残高には、[残価]を含みません。

　　・2015/4/1以降の受入分は、債務残高には、[残価]を含みます。

　　・円未満は初回保証料にて、調整いたします。

内　　　　容項　　　目

   残価額　≦　車両本体価格※　×　残価率上限

Ａ

受
入
日

Ｎ月前半(15日以前) Ｎ月 Ｎ月

Ｎ月後半(16日以降) (Ｎ+1)月 Ｎ月

保証料総額
（ﾘｰｽ料部分）

各回支払年月－

起算月の考え方 振替日2日 振替日17日

　Σ(各回支払金額 × 保証料率 ×

<円未満四捨五入>

経過月数 ÷12)

＋1起算月

　　　　　　－

Ｂ
保証料総額

（残価部分）
　残　価　×　保証料率　×

<円未満四捨五入>

経過月数 ÷12)

＋1起算月終算月

Ｎ月 Ｎ月
(15日以前)

Ｎ月後半
(Ｎ+1)月 Ｎ月

(16日以降)

起算月の考え方
振替日

２日 17日

Ｚ月

Ｚ月前半 Ｚ月後半

リース期間満了日

受
入
日

Ｚ月

(Z-1)月

終算月の考え方

Ｎ月前半

(15日以前)

Ｎ月後半

(16日以降)

(Z+1)月
受
入
日

Ｎ月前半

各回保証履行前の債務残高

Σ （各回保証債務残高）
保証料総額（Ａ＋Ｂ）×各回保証料
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カーリース集金保証制度 ３．制度内容

9. 　●お客様の引落結果にかかわらず、各回のお支払時にお支払金額を

集金代金の 　　保証履行いたします。

精算

10. 　●個人のお客様は、預金口座振替のみとなります。

お客様の 　●法人のお客様は、預金口座振替または振込支払となります。

お支払方法 　●支払日は、２日または１７日からご選択いただけます。

　　振込支払の場合のみ末日もご選択いただけます。

　　・金融機関が休日の場合、「２日・１７日は、翌営業日」

　　 「末日は、前営業日」のお支払いとなります。

　●初回支払日は、車両登録後すみやかにお支払いいただけますよう、

　　ご設定ください。

　　・最長、契約申込日より４か月先までとなります。

　●均等払またはボーナス併用払でのお支払いとなります。（除く残価額）

　　・ボーナス併用払は、個人申込のお客様(給与所得者)のみ

　　　ご利用いただけます。

　　・お支払額は、aiＰＡＬ等にて算出ください。

    <預金口座振替　取扱可能金融機関>

　　▽別途ご案内の金融機関（｢預金口座振替取扱金融機関一覧｣をご参照）

    <合算請求>

　　▽当社制度を複数利用されているお客様で、以下の３つの条件を

　　　満たした場合、各月のお支払額を自動的に合算して請求いたします。

②

③

    <お客様へのご案内>

　　▽当社受入処理後、『お支払金一覧表』にてお支払額の明細を

　　　案内いたします。

　振替日が一致

[個人]のお客様 　氏名・生年月日・自宅電話番号が一致

[法人]のお客様 　法人名称・電話番号が一致
①

　引落口座が同一であり、正常支払中のご契約

項　　　目 内　　　　容

精算日  各回お支払日

精算額  [各回支払金額]－[各回保証料]

貴社へのご案内 『集金保証期日送金明細書』『精算総括書』
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カーリース集金保証制度 ３．制度内容

11. 　●当該車両の所有権は、当社が留保いたします。

所有権 　　・自動車登録上の所有名義は、貴社とさせていただきます。

12. 　●お客様が氏名(改姓)、住所、電話番号、引落口座等の変更をされる場合、

契約内容の 　　専用WEBサイトMY TS CUBICをご誘導いただくか、当社が直接対応いたします。

変更 　　・変更結果は、当社変更処理の翌営業日に｢割賦契約内容変更結果連絡｣を

　　　ＴＮＳまたはＦＡＸにて案内いたします。

　　・支払額、支払回数等の変更はできませんので、ご留意願います。

　　・貴社宛にお客様から契約内容変更の依頼があった場合は、

　　　J-PASS WEBにてお手続きいただくか、当社までご連絡願います

　●自動車検査証（車検証）の記載内容（登録番号･住所等）の変更を

　　ご希望の場合、貴社から当社までJ-PASS WEBにてご連絡願います。

　　なお、変更内容によってはお受けできない場合がございます。

13. 　●リース期間満了日の属する月の原則３か月前に以下帳票を送付いたします。

リース満了時の 　　・リース期間満了の属する月の４か月前の月末時点での契約となります。

取扱 　　・一括代位弁済、合意解約、キャンセル済みの契約は、除きます。

 ・『リース期間満了予定者リスト』

 ・『リース期間満了予定のお客様に関する確認書』

　●貴社にて、お客様に[車両存在の有無のご確認][車両返還の意思確認]を

　　行ってください。

　　・｢リース期間満了日」をもって、保証の終了となります。

　　・通常通り契約が終了する場合、「リース期間満了予定のお客様に関する

　　　確認書」の返送は不要です。

　●車両返還不能の場合のみ、リース期間満了日までに、「リース期間満了

　　予定のお客様に関する確認書」をご記入の上、当社までご返送ください。

　　・「車両返還不能」となった理由[①お客様と連絡取れず、②返還

　　　意思なし（トラブル）、③その他]を選択の上、特記事項に詳細を

　　　ご記入ください。

　　・「車両返還不能」とご回答いただく契約は、判明次第ご一報ください。

　　　直ちに当社でも現地調査を実施のうえ、妥当と判断した場合、保証履行

　　　をいたします。

　　・ご返送をいただけない場合、車両返還に支障があっても残価分の保証

　 　 履行ができなくなることがありますので、十分ご注意ください。

　　・確認書の内容に変更がある場合、すみやかに当社までご連絡ください。

　●リース期間満了日以降、お客様のお支払いが完了する前に当該車両の

 　 処分（再販）が可能です。

　　ただし、お客様のお支払い状況によって当社での処分をご依頼する場合

　　がございます。

内　　　　容項　　　目

-　5　-



カーリース集金保証制度 ３．制度内容

14. 　●原則、お客様がお支払いを２回分遅延し、次回約定請求停止期限までに

一括代位弁済時 　　入金が無かった場合、または、リース期間満了にあたって車両返還が

の処理 　　不能と判明した時点で、一括代位弁済をいたします。

  (1)一括代位弁済額について

*貴社より「未経過費用合計金額連絡書」をご提出いただきます。

  (2)一括代位弁済までの諸手続き

①「未経過費用合計金額連絡書」※1のFAX

②「未経過費用合計金額連絡書」のご返却※2

③一括代位弁済の実施

　 ※1「引揚車両の有無」により、２種類あります。

※2 リース計算書も合わせてご送付願います。

　　①一括代位弁済事由が発生した契約は、『未経過費用合計金額連絡書』を

　　  当社より貴社ご担当者へＦＡＸ送信いたします。
　　②「引揚車両の有無」に応じて、『未経過費用合計金額連絡書』にご記入、

　　　ご捺印のうえ、ＦＡＸいただいたのち、ご送付ください。

　　　（「リース計算書」をあわせてご送付ください。）

　　③ご回答の未経過費用合計金額に基づき、一括代位弁済いたします。

　　　・一括代位弁済履行額は、『集金保証一括代位弁済』(リース保証分)に

　　　　基づき、締日精算いたします。

　　　・当社は必要に応じて『代位弁済金額明細書』を送付いたしますので、

　　　　担当部署責任者印をご捺印のうえ、ご返送ください。

<[融資付]でご利用の場合>

　　▽一括代位弁済額の精算にあわせて、『割賦融資買戻明細書』に

　　　基づき、締日精算にて融資金の返済に充当いたします。

内　　　　容項　　　目

　一括代位弁済額　＝　残保証リース料　＋　残価　－　未経過費用*

　精算額　＝　一括代位弁済額　－　未経過保証料

貴
社

Ｔ
Ｆ
Ｃ

①

②

③
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カーリース集金保証制度 ３．制度内容

14. 　(3)未経過費用計上ルール(未経過費用合計金額連絡書記入方法)について

一括代位弁済時 　　 ・リース計算書も合わせて当社へご送付願います。

の処理

　　①引揚車両有りの場合
※

　　※お客様には、リース契約の解約通知または解約の連絡を

　　　行なわないようお願いします。

　　②引揚車両無しの場合

　　・リース期間内に車両が引揚となった場合、車両引揚翌月以降の自動車税、

　　　支払済自賠責保険料、任意保険料は別途精算といたします。

　　・車両引揚までの間は自賠責保険（次回車検まで）と任意保険

　　　（リース期間中）の継続加入をお願いします。

　　・リース期間終了後発生する費用（自動車税等）は、保証対象外

　　　となります。

　(4)保証金、前払金等について

　　 ・当社の債権(求償債権)に充当した後、余剰が生じた場合、お客様に

　　 　返還いたします。

　(5)損害保険会社より保険金を受領された場合

　   ・保険金を求償債務の弁済に充当するため、｢車両保険金受領連絡書｣に

　　 　損害保険会社の｢保険金支払に関する通知｣の写しを添付し、当社まで

　　 　ご送付ください。

　車検未実施分をご記入ください

任意保険料 　解約返還保険料をご記入ください

メンテナンス費用 　未実施のメンテナンス金額をご記入ください

自動車税 　車両引揚翌月以降の自動車税をご記入ください

未経過費用合計金額連絡書記入方法

　記入の必要はありません

　車検未実施分をご記入ください

項　　　目 内　　　　容

未経過費用項目

自動車税

自賠責保険料

重量税

任意保険料

メンテナンス費用

自賠責保険料 　車両引揚翌月以降の自賠責保険料をご記入ください

重量税 　車検未実施分をご記入ください

未経過費用項目 未経過費用合計金額連絡書記入方法

　記入の必要はありません

　未実施のメンテナンス金額をご記入ください
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カーリース集金保証制度 ３．制度内容

14. 　●以下の場合、一括代位弁済の対象外となります。

一括代位弁済時

の処理 　　①貴社とお客様の合意によりリース契約を終了させた場合

　　②自動車の滅失、毀損、損傷等による修理修復不能または盗難等の

　　　車両保険
※1

対象事由が生じた場合

　　　(車両保険付保の有無にかかわらず)

　　③自動車について、天変地異等不可抗力に起因する滅失、毀損、損傷等

　　　による修理修復不能等の事故が生じた場合

　　④保証委託契約の締結にあたり名義貸し、名義冒用、無権代理等の事実

　　　があった場合、またはお客様に車両が引き渡されなかった場合

　　⑤お客様が貴社に対して車両を返還した場合
※２

　　⑥その他、貴社が当社に対して保証債務の履行を免除した場合

　 　※1 車両保険とは、一般車両保険のことを指しております。

　 　　　貴社リスク回避のためにも、車両保険付保を徹底される

　　　　 ことをおすすめします。

　   ※2【3-15：引揚車両発生時の処理】に伴う車両の返還の場合、

　 　　　当社にご連絡ください。

15. 　●万一、お客様の期限の利益喪失等により車両の引揚事由が発生した場合、

引揚車両発生時 　　当社にて対応いたしますが、貴社のご協力もお願いいたします。

の処理

<車両引揚に係わるお願い事項について>

 ・お客様が貴社に直接返還された場合、

   直ちに当社までご連絡願います。

 ・別途「引揚車両買取に関する覚書」を締結*した販売店は、

　 引揚車両は、売却処理完了まで、原則、貴社にて保管願います。

　 ＊未締結の販売店は、回送業者の引き取りまで保管願います

 ・変更、登録抹消手続きについてもご協力願います。

 ・お客様の不安情報がある場合、当社までご連絡願います。

<引揚車両の売却処分>

　　▽別途「引揚車両買取に関する覚書」を締結した販売店に

　　　おいては、引揚車両は原則貴社に買取りいただきます。

      ＊対象車両条件・買取価格は上記覚書の内容が適用されます。

　　▽貴社への車両売却にともなう精算は、｢引揚車両売却代金明細書｣

　　　に基づき、締日精算いたします。

　　▽「引揚車両買取に関する覚書」の締結がない販売店においては、

　　　引揚車両は原則当社にて処分いたしますので、所有権解除書類の発行等

　　　ご協力をお願いいたします。

項　　　目 内　　　　容
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カーリース集金保証制度 ３．制度内容

16. 　●当社の受入処理後、契約を取消す場合、『集金保証キャンセル明細書』

契約キャンセル 　  に基づき、既に精算済みの項目を締日精算いたします。

時の処理 　　・以後の精算は、貴社とお客様間でご調整ください。

　　<キャンセルに係る諸手続>

　　▽お客様より貴社にキャンセルのお申出があった場合、J-PASS WEBにて

　　　お手続き願います。

　　　（お客様より当社に直接お申出があった場合、貴社へ連絡いたします。）

17. 　●｢申込書と個別契約書の内容に相違がある場合、または、申込書、

契約内容の 　　個別契約書の内容の重要な部分が事実と相違する場合」の事由には

相違等 　　以下項目を含み、該当する事由がある場合、契約をキャンセルいたします。

 ・氏名（漢字・カナ）、生年月日、住所、自宅電話番号、

　 携帯電話番号等、本人特定における項目において

　 虚偽の申告がなされた場合 

 ・勤務先情報、年収情報、勤続年数、居住年数、

　 自宅所有区分、返済能力等を判断するうえでの項目に

　 おいて虚偽の申告がなされた場合 

 ・保証委託契約の締結にあたり名義貸し、名義冒用、

　 無権代理等の事実があった場合

 ・第三者の占有を前提とした引渡しがされた場合

 ・本人確認資料の申告内容が不適切であった場合

項　　　目 内　　　　容
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カーリース集金保証制度 ３．制度内容

18. ●合意解約にともなう精算は、貴社とお客様間で行ってください。

合意解約 　　・原則、延滞中のご契約は合意解約はできません。

●合意解約によりリース契約が終了する場合、保証委託契約も終了

　いたします。

　　・以降の保証料は、いただきません。

　　　*当社の事務処理終了直後の締日精算に合わせて貴社宛に

　　　『集金保証合意解約明細書(リース保証分)』を送付いたします。

<合意解約時の手続き>

　●Ｊ－ＰＡＳＳ ＷＥＢで当社へすみやかにご連絡ください。

　●Ｊ－ＰＡＳＳ ＷＥＢ環境がない方は以下の方法でお手続きください。

　　①貴社とお客様との間で合意解約の事由が発生した場合、すみやかに

　　　ご連絡ください。

　　②当社にて内容確認のうえ、お客様の支払状況を記入した『リース合意

　　　解約連絡書兼確認書』をＦＡＸにて連絡いたします。

　　③上記書類の確認書部分に必要事項記入のうえ、ＦＡＸにてご送信ください。

　　・お客様への口座振替約定請求中の合意解約のお申出は、その請求結果が

　　　わかり次第、再度お申出いただくことがありますので、ご了承ください。

　　・原則、お客様に未払い金がある状態では合意解約はできません。

<クレジット一体型保険ご契約で車両入替による異動処理をされない場合>

▽残保険料の一括お支払い（または解約）が必要です。

項　　　目 内　　　　容
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カーリース集金保証制度 ４．お申込みの方法

1. 　●営業スタッフの方がお客様との商談時に契約内容、意思の確認をして

契約申込み 　　お申込みください。

　　・法人のお客様の場合、必要に応じて決算書等の提供をお願いする

　　　場合がありますので、ご了承ください。

　　・お申込み者様が主たる生計維持者ではなく、次のいずれかに

　　　該当する場合は、別途ご連絡をお願いいたします。

　　　①配偶者ありで、配偶者以外が主たる生計維持者

　　　②主たる生計維持者が、お申込者や配偶者でもない他の方であって、

　　　　当該他の方と別居

　●J-PASS WEBにてお手続きください。

　　＜J-PASS WEBによるお手続きについて＞

　　▽お手続き時間は、8：00～22:30となります。

　●『個人情報の収集･利用等に関する同意書』を紙で取得した場合は

　　与信結果にかかわらず、申込日（変更再申込された場合、

　　最終の申込日）から6か月間貴社にて保管ください。

　●訪問販売でお申込みされたお客様の場合は

　 『トヨタクレジット カーリース集金保証（Ｌ型方式）契約申込書』の

　  約款およびお客様控えをJ-PASS WEBよりカラー印刷し

　　お客様に遅滞なくお渡しください。

　●詳細は別途展開のマニュアルをご覧ください。

2. 　●承認予定のお客様(含む、連帯保証人)には

契約内容の 　　当社が直接、契約内容の確認をする場合もあります。

確認 　　・お客様には、事前にご説明ください。

3. 　●「Ｊ－ＰＡＳＳ ＷＥＢ」審査状況確認画面に

与信結果連絡 　　「与信結果」を表示いたします。

　　・承認番号(１５桁)を連絡いたします。

　　・承認番号がそのままトヨタ共用整理番号となります。

4. 　●承認番号の有効期限(以下「承認期限」)は、与信結果を連絡した日から

承認番号と 　　１００日間となりますので、期限までにお持込みください。

承認期限 　　・承認期限が切れた場合、再度お申込みいただきます。

　　・なお承認期限内の変更申込時も、お客様の信用情報に著しい変化が

　　　あった場合、不承認となる可能性があります。

　５．お申込みの方法

項　　　目 内　　　　容
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カーリース集金保証制度 ５．契約書お持込みの方法

1. 　●ａｒｃｌｉｎｋにて「契約書持込」を実施ください。

持込必要書類 　　＊持込の必要書類はａｒｃｌｉｎｋ上に自動表示されます。

（電子契約） 　　＊書面での送付は不要です。

<持込必要書類>

1

2. 　●契約書の書面にお客様より署名・押印いただく場合、契約書類の送付単位に

持込必要書類 　　「送付案内書」をご作成ください。

（書面契約）  　 <｢送付案内書｣の主な記入項目>

　●以下の必要書類をお取揃えのうえ、上記「送付案内書」とあわせて

　　貴社本社経由にて、当社指定の宛先にご送付ください。

　　＊送付先は、別途案内いたします。

<持込必要書類>

2
＊振込支払利用時を除く

　　・Ｊ－ＰＡＳＳ ＷＥＢにて『口座情報再利用機能』を使用し、

　　　「口座振替依頼書の作成は不要です」とＰＤＦ出力された場合は、

　　　口座振替依頼書のご送付は不要となります。

3. 　●お持込み期限は、原則、初回支払日の２５日前までとなります。

お持込み期限 　　・各月のお持込み期限は、別途案内いたします。

<お持込期限日超過後に持ち込まれた場合>

　　▽初回支払分は翌月の振替日に自動的にシフトし、翌月支払分に

　　　合わせて２本同時にお客様に請求いたしますので、その内容を

　　　お客様と合意してください。

　　▽自動的にシフトした場合、お客様には、｢お支払金一覧表｣の中で

　　　案内いたします。

1
 押印済み（捨印含む）
 但し、シャチハタは不可

 口座振替依頼書*  金融機関届出印押印済み（捨印含む）

 ｢ﾄﾖﾀｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾘｰｽ集金保証

  (L型方式)」委託契約書

　初回支払日 　今回送付の契約の中で一番早い期日

　持込件数合計 　今回送付の契約件数

書類名 備考

　持込状態 　新規に○印

　管理番号 　重複しない任意の６ケタの番号

　ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ持込額合計 　リース料支払金合計額

項目名称 記入内容

　送付日 　契約書類の発送日　

　制度区分 　[集金保証]に○印

ﾄﾖﾀｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾘｰｽ集金保証
  (L型方式)」委託契約書

 WEB締結済み/電子署名済み（押印不要）

　6．契約書お持込みの方法

項　　　目 内　　　　容

書類名 備考
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カーリース集金保証制度 ６．提供･送信内容一覧

＜貴社への提供帳票＞

5

7

8

9

10

11

20

月初 ○22 債権月別残高表 制度毎の債権残高を月別に表示

21
債権残高明細
(リース保証分)

前月末の残高を契約単位に表示 月初 ○

前月の発生、消滅実績を日別に表示 月初
月間増減明細
（リース保証分）

前月に発生した収益・費用を貴社営業所
単位に表示

月初 ○

締日精算内容の総括書
（制度・取引単位の精算じりを表示）

期日到来分の期日送金（保証履行）明細

精算総括書
<月間総括>

月初 ○

貴社への一括代位弁済金額の明細書 随時代位弁済金額明細書

集金保証受入明細書
（リース保証分）

契約書訂正・差替の
ご案内

締日精算総括書

集金保証一括代位弁済
明細書（リース保証分）

○一括代位弁済の精算明細

引揚車両を貴社に売却した場合の請求明細書 ○

割賦融資買戻
明細書

集金保証合意解約
明細書（リース保証分）

契約書の内容等に不備があり、
貴社に返却する際に添付

受入の都度受入処理が完了した契約の明細

　６．提供・送信内容一覧

TFC PARKS
掲載

名称

月２回
（締日精算）

○

3

6

○

○

タイミング

審査申込後
随時

発生の都度

精算の都度

月２回

No. 概要

日々発生する精算内容の総括書

2

4

与信承認予定のお客様及び承認番号の案内1

○

与信結果連絡書

15
契約関係書類等
送付案内書

引揚車両売却代金
明細書

集金保証期日送金明細書
融資無（リース保証分）

精算総括書

リース合意解約連絡書兼
確認書

車両買取依頼書
兼請求書

23
債権月別到来表
(リース保証分)

月２回
（締日精算）

月２回
（締日精算）

月２回
（締日精算）

月２回
（締日精算）

月２回
（締日精算）

○

○
集金保証キャンセル
明細書（リース保証分）

（詳細区分）商品区分別
収益・費用一覧

前月に発生する収益・費用を商品区分別
（新車・中古車等）に表示

月初

「精算総括書」の月間集計版

締日精算総括書
<月間総括>

○

集金保証料の残高推移を月別に表示 月初 ○

○

割賦融資買戻し分の利息、手数料、
精算額の明細

合意解約処理をした契約の精算明細書

19

「締日精算総括書」の月間集計版 月初

（詳細区分）販売店
拠点別収益・費用一覧

キャンセル処理をした契約の精算明細書

契約キャンセル発生時の
貴社との契約書類の授受

貴社への引揚車両の買取依頼および請求 随時

発生の都度

18

12

17

合意解約時の連絡および確認 随時

16

○

13

14

- 13 -



カーリース集金保証制度 ６．提供･送信内容一覧

＜当社への提供帳票＞

＜お客様への提供帳票＞

＜貴社へのＴＮＳ送信連絡＞

TFC PARKS
掲載

No. タイミング概要名称

24

〇

集金保証消滅
明細書(リース保証分)

早期完済、一括代位弁済、キャンセル等
により債権消滅した契約の明細

月初 ○

リース期間満了予定者
リスト

貴社にリース満了に伴う支払方法を
確認いただく契約明細

リース期間
満了月の

３ヶ月前迄

25 残高確認依頼書 債権残高の確認依頼
決算月

（3・9月）

No. 名称 概要 タイミング

26

〇27

　*　顧客別明細のある帳票の内容出力順は、販売店整理番号順・トヨタ整理番号順から
     ご選択いただけます。

リース期間満了予定の
お客様に関する確認書

リース保証満了予定のお客様に対する
車両残価保証の要否確認

リース期間
満了月の

３ヶ月前迄

1 リース自動車明細書 随時
一枚の契約書で、同時に複数台の申込をされる
場合に、その対象となる自動車の明細

2
リース車両引揚連絡書
兼口座請求停止依頼書

車両引揚の
実施前

車両引揚の実施通知および口座請求停止依頼書

3
リース車両充当
連絡書

随時引揚車両査定額の残リース料充当額の連絡書

4
リース車両引揚不能
報告書

随時車両の引揚が実施できなかった場合の報告書

5
車両保険金受領
連絡書

随時車両保険金を受領した場合の連絡書

No. 名称 概要 タイミング

1
口座振替依頼書再作成
のお願い

発生の都度
口座振替依頼書に不備があったお客様に
再作成を依頼する送付状

2 お支払金一覧表 受入の都度お客様の月々のお支払明細

3
契約内容変更
依頼書

随時受入後の契約内容の変更申し出に使用

No. 名称 概要 タイミング

1 送金請求予定連絡 発生の都度
期日到来額の送金日・送金額、
締日精算等の請求日・送金額

4
集金保証月間増減
明細連絡

月初債権残高の実績年月における日々の推移の連絡

2
割賦契約内容変更
結果連絡

発生の都度お客様氏名、住所、勤務先の変更結果

3
集金保証早期完済・
キャンセル・一括代位
弁済契約連絡

発生の都度合意解約・キャンセル・一括代位弁済契約の連絡

-　14　-



カーリース集金保証制度 ７．複写式契約申込書兼契約書によるお申込みの場合

　●トヨタクレジットカーリース集金保証（Ｌ型方式）契約申込書

使用書類 　 <Ｕカーリース集金保証制度の場合>

　 ▽中古車の「新規リース、再リース」のいずれかをご選択ください。

　 <再リース申込み時の留意点>

 　▽ﾘｰｽ原契約が中古車の場合、[中古車(U-Car)・再ﾘｰｽ]をご選択ください。

 　▽ﾘｰｽ原契約が新車の場合、[新車・再ﾘｰｽ]をご選択ください。

　 ▽[明細書送付先等連絡事項欄]に、ﾘｰｽ原契約時の店頭小売価格(帳簿価格)

　 　をご記入ください。（記入例：｢店頭小売価格　1,000,000円｣）

◇ Ａ４横型の複写式契約申込書兼契約書によるお申込みの場合、以下読み替えます。

４.お申込みの方法

1. 　●契約申込書を作成後、以下の書類を遅滞無くお渡しください。

契約申込み

　●ＦＡＸ(当社クレジットデスク宛)にてお申込みください。

3.

与信結果連絡

4. 　●与信結果にて連絡した［承認番号(１５桁)］を契約書の「承認番号」
承認番号と 　　欄にご記入ください。

承認期限

５.契約書お持込みの方法

2. 　●下記必要書類をお取揃えのうえ、上記「送付案内書」とあわせて

持込必要書類 　　貴社本社経由にて、当社指定の宛先にご送付ください。

（書面） 　　＊送付先は、別途案内いたします。

<持込必要書類>

P11

　●『与信結果連絡書』（ＦＡＸ送信）にて連絡いたします。
   ・やむを得ずお取扱いができない場合、貴社に電話連絡いたします。

P11

P12

項　　　目 参照内　　　　容

P11

　７．複写式契約申込書兼契約書によるお申込みの場合

項　　　目

項　　　目 内　　　　容

参照内　　　　容

連　帯
保証人

(③連帯保証
お申込者用)

お客様

(①お客様用)  ｢ﾄﾖﾀｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾘｰｽ集金保証(Ｌ型方式)のご契約
　について(ご注意)｣
「お申込の内容(契約条項)」
 ｢ﾄﾖﾀｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾘｰｽ集金保証(Ｌ型方式)お申込の内容｣
 ｢お申込の内容(個人情報の収集・利用・提供・
  登録に関する同意条項)」

 ｢個人情報の収集・利用・提供・登録に関する
  同意条項」

(②お客様用)

(④お客様用)

2

1
 押印済み（捨印含む）
 但し、シャチハタは不可

書類名 備考

 口座振替依頼書  金融機関届出印押印済み（捨印含む）

 ｢ﾄﾖﾀｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾘｰｽ集金保証

  (L型方式)」委託契約書
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カーリース集金保証制度 ８．レクサス店（レクサスクレジット）からお申込みのご契約

◇ レクサス店（レクサスクレジット）からのお申込みのご契約の場合、トヨタクレジットと

　 一部相違するため、以下読み替えます

３．制度内容

●レクサス店がお取扱いの新車、ＣＰＯ・Ｕ-Ｃａｒ

4. ●原則、１２～６０ヶ月まで（リース契約期間が１～５年の月払い）

リース料 ・リース契約期間満了後の最終回支払も可能となります。

支払期間 　最終回支払日はリース契約期間満了から２ヶ月以内で

　　設定してください。
<クレジット一体型保険設定時の支払回数について>

▽支払回数は、24回、36回、48回、60回となります。

●『お支払金一覧表』(ハガキ）⇒『お支払予定明細書』(封書）　

　・Ｐ12、P14の該当箇所もお読み替えください。

４．お申込みの方法

●『トヨタクレジット カーリース集金保証（Ｌ型方式）契約申込書』

⇒『レクサスクレジット カーリース集金保証（Ｌ型方式）契約申込書』

●承認番号は契約書に自動印字されます。

●「１００日」⇒「１５０日間（ＣＰＯ・Ｕ-Ｃａｒは、１００日間）」

◇ レクサスクレジットのご契約について、以下にご注意ください。

３．制度内容

●レクサスクレジット分のみ合算対象となり、トヨタクレジット分は

　合算対象となりません。　　

６．提供・送信内容一覧

●トヨタクレジットと共用（混載）となります。

　　・販売店整理番号順に記載されます。

110902817

項　　　目 内　　　　容 参照

提供帳票
ＴＮＳ送信連絡

P13
P14

項　　　目 内　　　　容 参照

10.
お客様の
お支払方法

P4

項　　　目 内　　　　容

4.
承認番号と
承認期限

P11

参照

1.
契約申込

P11

　８．レクサス店（レクサスクレジット）からお申込みのご契約

P4

1.
対象商品

内　　　　容 参照

10.
お客様の
お支払方法

P2

項　　　目

P2
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カーリース集金保証制度 改訂履歴

第18版以降の改訂箇所

版数

23 2020年8月

22 2020年4月 P2・11・16

P13・16
持込必要書類について押印に関する説明を修正
・「法人、連帯保証人の方は、実印押印」を削除
・「但し、シャチハタは不可」の表記を追加

19 2018年11月

21

20 2019年11月 P13 ・「持込必要書類（電子署名）」の内容を新規追加

P2
・リース料支払期間を修正
＊リース契約期間満了後の最終回支払も可能
＊最終回満了日はリース契約期間満了から２ヶ月以内で設定

2020年3月

P15 No.28「完済連絡書」削除

P5
・所有権留保のお客様の支払完了までの条件を削除
・リース期間満了日以降、お客様のお支払いが完了する前の
車両処分（再販）を可能とする文言追加

改訂履歴

年月 ページ 変更箇所/変更理由

P13
・<持込必要書類>のうち、「支払方法に関する特約書」を削除
・Ｊ-ＰＡＳＳ上で『口座情報再利用機能』を使用した場合は、
「口座振替依頼書」の送付は不要となる旨を追記

2017年10月18

・<持込必要書類>のうち、「支払方法に関する特約書」を削除
・4.お申込の方法についてのうち、3.契約申込み、5.与信結果
連絡の「Ｊ-ＰＡＳＳ　ＷＥＢ」に関する文書を削除（複写式契約
申込書兼契約書のお申込みは、ＦＡＸ対応となるため）

P16

P14～15

・削除
*「初回期日シフト連絡書」削除・・・PARKS配信停止・今後は
№3「集金保証受入明細書（リース保証分）」に記載
*「集金保証期日充当明細書　融資付（リース保証分）」
*「リース保証引落不能明細」

・新規追加
№28「完済連絡書」

・ＰＡＲＫＳ掲載「○」表記を追加
№8「集金保証合意解約明細書（リース保証分）」
№9「集金保証一括代位弁済明細書（リース保証分）」
№10「引揚車両売却代金明細書」
№11「集金保証キャンセル明細書（リース保証分）」
№22「債権月別残高表」

P10
<クレジット一体型保険ご契約で車両入替による異動処理をさ
れない場合>を追加

P.12・16 ・J-PASS　WEB審査回答自動化に伴う文言の変更

P.15 ・TFC PARKS掲載帳票の追加

・Ｕ－Ｃａｒ→中古車へ変更
＊レクサス領域、ダイハツ領域は改訂対象外
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カーリース集金保証制度 改訂履歴

第18版以降の改訂箇所

版数

28

P.11・12 ・J-PASSによる同意取得の追加

27 2022年4月

P.2・8・13・
16

・「対象となるお客様」の内容に（高校生除く）を追記。マ
トリクスの未成年者欄を削除
・「引揚車両発生時の処理」の内容に「引揚車両の買取
りを希望される販売店においては」の文言を2か所追記
・「持込必要書類（書面）」の内容に記載されていた未成
年部分の行を削除

P.5・9
契約内容の変更、キャンセル手続きを実態に合わせ修
正

目次 ・契約内容変更等のための専用サイトのURLを追加

P.1・11・
12・15

・割賦/カード手続きデジタル化に伴い申込、持込手続
きに関する内容を追加、改訂

P.8 ・引揚車両買取に関する覚書に関する内容を反映

2023年7月

P6・14
・代位弁済金額明細書送付方法について
　文言追加

改訂履歴

年月 ページ 変更箇所/変更理由

24 2020年12月

P5・10
・契約内容変更/合意解約の
　J-PASS受付開始に伴う変更

26 2021年12月 P2・17 ・6－7年残価商品リリースに伴う修正

25 2021年7月 P11・12
・トヨタ領域の再リースのJ-PASS WEB申込機能追加に
　伴い、文言修正
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